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(3) 公益的機能の評価 

 県土の約６割を占める森林は、木材の生産のみならず、 

  ◇ 洪水や渇水を防ぎ、おいしい水を提供する   ◇ 自然災害を防ぐ 

  ◇ 二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防止する  ◇ レクリエーションや教育の場を提供する 

  ◇ 様々な野生生物のすみかとなる 

など、県民の生活に欠かせない様々な公益的機能を有している。 

 これらの市場経済で評価されない価値を貨幣換算してみると、本県の森林の評価額は１兆 676億円

となり、県民一人当たり約 46万円の恩恵を森林から受けていることになる。 

   表－３ 森林の公益的機能評価（平成 19年３月現在）  

機能の種類  評 価 額（年間） 構成比 

水源かん養機能      ２,１８２億円      20.4％ 
     
 降水貯留機能         ７９３億円 

洪水防止機能      ( ７２７億円) 

水質浄化機能     １,３８９億円 

土砂流出防止機能      ４,４８０億円      42.0％ 

土砂崩壊防止機能     １,０８３億円      10.1％ 

大気保全機能     １,２８６億円      12.1％ 
 二酸化炭素吸収機能        ２９８億円 

酸素供給機能        ９８８億円 

保健休養機能      １,０１８億円       9.5％ 

野生鳥獣保護機能        ６２７億円       5.9％ 

計    １兆 ６７６億円      (100％) 

         資料：林業振興課業務資料 
          注：洪水防止機能は豪雨時の機能であり，年間評価額には含まない。 

 

 (4) 産業別就業者数 

  令和 2年の就業構造をみると、15歳以上の就業者数は 1,081千人で、15歳以上人口（1,986千人）

の 54％となっている。第１次産業は、昭和 50年以降就業者数の減少が続いているが、林業就業者数は

令和 2年で 1,449人と、前回、平成 27年調査時に比べ微増となった（Ｐ11参照）。 

   表－４ 県内産業別就業人口（15 歳以上）                                   （単位：人，％） 

区    分 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

第１次産業 214,288 
 (100) 

159,413 
( 74) 

150,932 
( 70) 

123,479 
( 58) 

95,534 
( 45) 

74,909 
( 35) 

68,985 
( 32) 

53,219 
( 25) 

47,017 
( 22) 

44,050 
( 21) 

 
農 業 183,684 

(100) 
130,275 

( 71) 
125,531 

( 68) 
101,234 

( 55) 
78,484 
( 43) 

60,875 
( 33) 

57,514 
( 31) 

43,332 
( 24) 

39,526 
( 22) 

36,934 
( 20) 

林 業 
2,226 
(100) 

2,451 
(110) 

1,774 
( 80) 

1,445 
( 65) 

1,337 
( 60) 

1,085 
( 49) 

738 
( 33) 

1,366 
( 61) 

1,438 
( 65) 

1,449 
( 65) 

漁 業 28,378 
(100) 

26,687 
( 94) 

23,627 
( 83) 

20,800 
( 73) 

15,713 
( 55) 

12,949 
( 46) 

10,733 
( 38) 

8,521 
( 30) 

6,053 
( 21) 

5,667 
( 20) 

第２次産業 225,749 
(100) 

271,049 
(120) 

276,818 
(123) 

312,531 
(138) 

319,950 
(142) 

308,345 
(137) 

260,754 
(116) 

234,210 
(104) 

246,510 
(109) 

236,613 
(105) 

第３次産業 481,612 
 (100) 

557,207 
(116) 

605,503 
(126) 

662,211 
(137) 

743,399 
(154) 

759,343 
(158) 

765,734 
(159) 

746,752 
(155) 

760,125 
(158) 

772,212 
(160) 

分類不能 2,128 1,050 1,992 3,055 4,463 10,814 12,300 25,235 24,275 28,473 

県 内 
就業者数 

923,777 
(100) 

988,719 
(107) 

1,035,245 
(112) 

1,101,276 
(119) 

1,163,946 
(126) 

1,153,411 
(125) 

1,107,773 
(120) 

1,059,416 
(115) 

1,077,927 
(117) 

1,081,348 
(117) 

     資料：総務省「国勢調査報告」       
     注：1) （  ）は、昭和 50 年を 100 としたときの指数。 
     注：2) 農業及び林業については、平成 22 年の国勢調査から集計方法が変更されたため、過年度と単純比較
        はできない。 
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２ 森林資源の動き 

 (1) 土地利用の現況 

   本県の森林面積は、414千 haで県土面積の 57％を占め、全国平均の 67％を 10ポイント下回って 

いる。県民一人当たりの森林面積も全国平均の 0.20haに対し 0.18haとなっている。 

   所有形態別では、民有林が 284千 ha（森林面積の 68％）で、国有林が 131千 ha（森林面積の 32％） 

となっている。 

表－５ 土地利用の現況 

                                                                          （単位：千 ha） 

県   土   面   積    728.2(100.0％) 

森 林 414.3 (56.9％) 
農地 124.4(17.1％) その他 189.4(26.0％) 

民有林 283.6(68.4％) 国有林 130.7 (31.6％) 

      資料：林業振興課業務資料           

       注：1) 森林面積は、森林法第２条に規定する森林の数値（R5.3.31現在）。 

                 2) 県土面積及び農地面積は令和５年の数値。 

         3) 面積は四捨五入の関係で合計値が一致しない場合がある。                           

  

 (2) 人工林の内容 

  本県の人工林面積は 192千 haで、森林面積の 47％（人工林率）を占め、全国平均の人工林率 40％を

７ポイント上回っている。 

    これを所有形態別にみると、民有林における人工林面積は 149千 haで人工林率は 53％、国有林は 44

千 haで人工林率は 35％となっている。 

      表－６  森林資源の現況 

区 分 
面  積（千ha） 材  積（千ｍ

3
） 

総 数 比 率 人工林 人工林率 総 数 比 率 人工林 

 民有林   282.7  69.2％   148.7   52.6％  65,658  73.9％  47,988 

 国有林   125.8  30.8％    43.6   34.7％  23,217  26.1％  10,039 

   計   408.5 100.0％   192.3   47.1％  88,875 100.0％  58,027 

            資料：林業振興課業務資料 

              注：1) 国有林は林野庁所管以外のものを除いた数値。 

         2) 民有林は令和５年度に樹立・変更した地域森林計画の数値。 

3) 面積は四捨五入の関係で合計値が一致しない場合がある。 

 

地域森林計画対象民有林（森林法第５条に規定する森林）の人工林面積を齢級別にみると、齢級構成の 

ピークは 12齢級（56～60年生）になっており、８齢級以上（36年生以上）の収穫可能な林分が 134千㏊ 

と 90％を占めている。保育・間伐等の森林施業を適切に行う必要がある７齢級以下（35年生以下）の林分 

は 14千 haで 10％となっている。 

人工林の樹種別面積では、スギが 71％と最も多く、次いでマツ類が 23％を占め、両樹種で 94％となる。 

ヒノキはわずか５％である。材積の割合では、スギが 81％と多くを占めている。 

 



－4－ －5－

資料（図１～５）：林業振興課業務資料
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(3) 森林の区分 

ア 公益的機能別施業森林等の区域 

  平成 23 年度に森林計画制度が大幅に見直され、従来の３区分のゾーニングから森林の公益的機能を

 より発揮するための新たなゾーニング制度へ移行した。 

  ゾーニングは、国の「森林・林業基本計画」における森林の有する多面的機能の発揮に関する目標

 を達成するために行うものであり、「全国森林計画」で「公益的機能別施業森林」及び「木材等生産

 機能の維持増進を図る森林」に関する基準が定められている。 

  これを受けて、国有林では、「国有林の地域別の森林計画」において、民有林では、県の「地域森

 林計画」で定める「公益的機能別施業森林の区域の基準」及び「木材の生産機能の維持増進を図るた

 めの森林施業を推進すべき森林の区域の基準」に関する指針に基づき、市町村が策定する「市町村森

 林整備計画」において区域が指定され、それぞれの目標に応じた森林整備が推進されている。 

  なお、各区域は重複が認められており、公益的機能の発揮に支障が生じないよう「国有林の地域別

 の森林計画」及び「市町村森林整備計画」において施業方法を定めている。 

      表－７ ゾーニングごとの面積及び比率            

区  分 総面積 

面     積 （ha） 比   率 （％） 

水源涵養 

機能維持 

増進森林 

山地災害

防止・ 

土壌保全

機能維持

増進森林 

快適環境

形成機能

維持増進

森    林 

保健文化

機能維持

増進森林 

木 材 等

生産機能

維持増進

森    林 

水
源
涵
養
機
能 

 
山地 
災害 
防止 
･ 

土壌 
保全 
機能 

快
適
環
境
形
成
機
能 

保
健
文
化
機
能 

木
材
等
生
産
機
能 

民有林 

宮城南部 107,500 46,596  2,622 2,375 14,991  31,333    43    2 2 14 29 

宮城北部 175,198 58,152  12,501 5,440 20,607 91,658    33    7 3 12 52 

計 282,698 104,748 15,123 7,815 35,597 122,991    37    5 3 13 44 

国有林 

宮城南部  55,307  54,872  15,050 166 22,798       -    99   27 0 41  0 

宮城北部  70,481 69,930  18,642 187 23,951       -    99   26 0 34  0 

計 125,789 124,802  33,691 353 46,748      -    99   27 0 37  0 

合 計 

宮城南部 162,808 101,468 17,672 2,541 37,789 31,333    62   11 2 23 19 

宮城北部 245,679 128,082 31,143 5,627 44,557 91,658    52   13 2 18 37 

計 408,487 229,550 48,814 8,168 82,346 122,991    56   12 2 20 30 

   資料：林業振興課業務資料 

       注：1) 民有林については、森林法第５条に規定する森林で、令和 5年 3月 31日現在の数値。 
        2) 国有林については、国有林の地域別の森林計画の数値。 
      3) 面積は四捨五入の関係で合計値が一致しない場合がある。 

      4) 5種類の機能維持増進森林は、重複面積を含む。 

5）総面積は、機能維持増進森林以外も含む。 
                    

  イ 森林の有する５機能区分  

  森林の有する多面的機能を「水源涵養機能」、「山地災害防止機能」、「生活環境保全機能」、 

「保健文化機能」及び「木材等生産機能」の５つに区分（機能の重複あり）し、それぞれの機能の高 

度発揮に向けた森林整備を進めている。 

      表－８ 民有林における機能別森林面積（森林計画区ごと）             （単位:ha） 

区   分 
森 林 の 機 能 

計 
水 源 涵 養 山地災害防止 生活環境保全 保 健 文 化 木 材 等 生 産 

宮 城 南 部 44,586 10,390 10,643 23,204 95,592 (107,500)184,415  

宮 城 北 部 60,620 25,353 4,821 24,538 159,230 (175,198)274,562  

計 105,206 35,744 15,464 47,741 254,822 (282,698)458,977  

森林実面積に対する割合 37％ 13％ 5％ 17％ 90％  

     資料：林業振興課業務資料 

      注：1) 森林法第５条に規定する森林。森林計画区の計は延べ面積、（ ）内は地域森林計画対象面積（実面積） 
        2) 令和５年度に樹立・変更した地域森林計画の数値(R5.3.31現在)。 
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３ 林業経営 

 (1)  森林の保有形態 

 森林の保有形態の特徴として、保有規模の零細性と分散性があげられる。 

 林家の保有状況は、10ha未満層が林家戸数の約 90％を占めているものの、保有する面積は全体の 25％

以下にとどまり、１戸当たりの平均保有面積は 2.8haとなっている。一方、100ha以上の保有層は林家

戸数のわずか 0.2％であるが、面積割合では約 55％を占め、その平均保有面積は 2,235haとなっている。 

   表－９ 保有山林面積規模別林家数と面積                                   （単位：％，ha，戸） 

区分 １～３ha ３～５ha ５～10ha 10～20ha 20～30ha 30～50ha 50～100ha 100～500ha 500ha～ 計 

面 積 
( 9.0) 

  13,997 

( 6.5) 

10,141 

( 9.0) 

13,956 

( 8.7) 

 13,445 

( 3.8) 

5,917 

( 4.5) 

  6,922 

( 3.8) 

5,946 

( 3.7) 

   5,816 

(51.0) 

  79,122 

(100) 

 155,261 

林家数 
(56.6) 

8,660 

(18.7) 

 2,860 

(14.1) 

2,157 

( 6.8) 

 1,043 

( 1.7) 

 260 

( 1.3) 

    196 

( 0.6) 

  91 

( 0.2) 

   34 

( 0.0) 

 4 

(100) 

15,305 

    資料：2020年農林業センサス    

      注：（ ）は構成比。四捨五入しているため、合計しても 100とはならない場合がある。 

 

 (2) 林業経営体数 

 県内の「林業経営体」の数は 489経営体となっている。 

 これを保有山林面積規模別に見ると、「5～10ha」層が 107経営体（全体に占める割合 21.9％）で最

も多く、次いで「10～20ha」層が 91経営体（同 18.6％）、「3～5ha」層が 88経営体（同 18.0％）と

なっている。 

   表－10 保有山林面積規模別経営体数                                       (単位：％，経営体） 

区 分 
保有山林

なし 
３ha 

  未満 

３～５ 

    ha 

５～10 

    ha 

10～20 

    ha 

20～30 

    ha 

30～50 

    ha 

50～ 

 100ha 

100～ 

 500ha 

500ha～ 

1,000ha 

 1000ha 

    ～ 
計 

経営体数 
( 3.3) 

   16  

( 2.0) 

   10  

(18.0) 

   88  

(21.9) 

  107  

(18.6) 

 91  

(10.6) 

   52  

( 9.4) 

 46  

( 7.8) 

   38  

( 4.7) 

   23  

( 1.2) 

    6  

 ( 2.5) 

    12  

  ( 100)  

    489   

        資料：2020年農林業センサス 

   注：1) （ ）は構成比。四捨五入しているため、合計しても 100とはならない場合がある。 
         2) 「林業経営体」とは次のいずれかに該当する事業を行う者 
         ① 権原に基づいて育林又は伐採（立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。）を行うことができる山林の面積が 

      ３ha以上の規模の林業（調査実施年を計画期間に含む「森林経営計画」若しくは「森林施業計画」を策定してい 

      る者又は調査期日前５年間に継続して林業を行い育林又は伐採を実施したものに限る。） 
         ② 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業（ただし、素材生産について 

      は、調査期日前１年間に 200㎥以上の素材を生産した者に限る。） 

 

 (3) 森林整備の状況 

 木材価格の長期的な低迷に加え、林業採算性の悪化や林業労働力の減少など、林業をとりまく厳しい

情勢を反映して近年の造林面積は 200ha～300ha台で推移しており、令和５年度は 290haであった。 

 間伐については、健全な人工林を育成する上で大切な施業であることから、国庫補助事業の活用に加

え、みやぎ環境税を財源とした温暖化防止間伐推進事業の実施等により、年間４～５千 haの水準を維持

していたが、近年は３千 ha程度にとどまっている。 

 作業道については、国庫補助事業の活用、県単独補助事業の実施により開設・改良を進め、施業の低

コスト化が図られ間伐材の搬出・利用が促進されている。 

表－11 経営形態別人工造林実績 （単位：ha） 

 

資料：森林整備課業務資料 ※単位未満を四捨五入していることから、内訳と合計が合わない場合がある 

区　分 S60年度 H7年度 H12年度 H17年度 H22年度 H27年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

県 194 26 23 30 19 21 16 10 4 3

市 町 村 149 54 61 50 42 34 47 53 65 43

森林整備センター 164 133 124 88 47 44 90 117 94 105

林業公社 437 201 120 0 2 0 0 0 0 0

国(民有林直轄) - - - - - 37 0 0 0 0

そ の 他 730 307 142 90 93 80 89 109 146 139

総　数 1,674 721 470 258 203 216 242 289 309 290
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表－12 間伐及び作業道開設の実績                              （単位 間伐：ha 作業道：ｍ） 

区 分 S60年度 H７年度 H12年度 H17年度 H22年度 H27年度 H30年度  R元年度 R2年度  R3年度  R4年度  R5年度 

間 伐   5,010   4,653   4,658   4,680   4,089   2,714 3,555    3,304   3,366 2,933 3,064   3,048 

作業道 29,499 13,353 32,190 102,226 109,126 173,497 222,609 162,844 162,214 163,420 186,377 148,533 

     資料：森林整備課業務資料 
  

(4) 林業産出額 

ア 林業産出額（林業粗生産額） 

  木材価格が最高値を記録した昭和 55年には、木材生産部門だけで 151億円の産出額があったが、そ

の後、木材生産部門は木材価格の低迷等から大幅に減少し、林業産出額も減少傾向が続いている。 

 平成 23 年は、東日本大震災の影響で大きく落ち込んだが、木材加工工場の復旧や震災復興需要等に

伴い、木材生産産出額は震災前を上回る水準となっている。 

 栽培きのこ類についても、福島第一原子力発電所の事故に伴う出荷制限指示を受けているものの、栽

培管理の徹底等により出荷制限解除への取組が進んだことから、ほぼ震災前の水準に回復している。 

  部門別構成では、昭和 55年当時は、木材生産が 85％、栽培きのこ類が 13％であったのに対し、令和

５年は木材生産が 61%、栽培きのこ類が 38%と変化してきている。 
 
      表－13 林業産出額（林業粗生産額）                                         （単位：億円） 

部   門 S55年 S60年 H７年 H17年 H22年 H23年 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

木  材  生  産 151.38  89.03  66.2  47.4 35.6  29.2  48.2  49.2  43.8 53.4 76.4 59.1 

栽培きのこ類生産  23.36  26.99  24.1  35.9 40.3  25.4  35.7 35.7  40.6 37.9 35.4 37.2 

薪  炭  生  産 
  1.57 

  0.92   0.8   0.5 0.8   0.6   0.2   0.3   0.2 0.1 0.1 0.1 

林 野 副 産 物 採 取   0.15   0.1   0.2 0.4   0.0   0.4   0.5   0.4 0.8 0.5 0.8 

合    計 176.31 117.09 91.2  83.4 77.2  55.6  84.6  85.7  84.9 92.2 112.4 97.3 

      資料：農林水産省「林業産出額」  
注：四捨五入の関係で合計値が一致しない場合がある。 

 

イ 木材生産の産出額 

 木材生産の内訳を見ると、本県の人工林面積の約７割を占めるスギの産出額が令和４年次で全体の約

94％を占めている。 

  針葉樹は、輸入木材との競合により丸太価格が下落し、生産量も低下したことから、昭和 55年をピー

クに大きく減少し、平成 22年には 30億円を下回った。震災以降は一貫して回復基調にあり、令和３年

には、平成 18年以来 15年ぶりに 50億円を上回り、令和 5年には約 59億円となった。 

 広葉樹は、チップ需要の減少から産出額は減少傾向にあり、震災後も特段の回復はみられず、２～３

億円台と低迷を続けている。 

 
     表－14 木材生産部門の産出額                                                        （単位：億円） 

区 分 S55年 S60年 H７年 H17年 H22年 H23年 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

針 葉 樹  111.07   51.28   53.8   40.8    29.9   23.7   44.3   45.2   40.6 50.7 73.2 55.5 

  ス  ギ   77.91   36.96   43.0   33.0    27.1   21.4   38.5   41.8   37.5 46.5 68.8 52.0 

 ヒノキ    8.06    3.73    1.6    0.4     0.2    0.2    0.3    0.5    0.4 0.6 0.4 0.5 

 マツ類   22.41    8.84    8.7    7.0     2.4    2.0    4.9    2.2    2.1 2.1 2.6 2.0 

 その他    2.69    1.75   0.5    0.4     0.2    0.1    0.6    0.5    0.4 1.4 1.3 0.8 

広 葉 樹   38.75   36.73   10.8    6.2     5.3    4.9    3.7    3.8    3.0 2.5 3.0 3.5 

竹   材    1.57    1.02    0.4    0.1     0.1    0.1    0.2    0.2    0.2 0.2 0.2 0.1 

合   計  151.38   89.03   65.0   47.1    35.2   28.8   48.2   49.2   43.8 53.4 76.4 59.1 

      資料：農林水産省「林業産出額」 

        注：四捨五入の関係で合計値が一致しない場合がある。 

      代表的樹種等の産出額であるため、表－13 の数字とは一致しない場合がある。 
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ウ 栽培きのこ類の産出額 

  栽培きのこ類は、技術の進歩と生産者の増加等により産出額は年々増加し、平成 22年には 40億円に

達した。品目別では、「しいたけ」が生産者の高齢化や価格の低下等により減少傾向であり、令和 5年

の産出額は約 8億円となっている。一方、大型施設栽培が行われている「ぶなしめじ」の産出額が栽培

きのこ類全体の約５割を占めている。 

 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により平成 23 年の産出額は約 25 億円まで落ち込んだが、

近年は、ほぼ震災前の水準に回復している。 

 

表－15 栽培きのこ類の産出額                                                   （単位：億円） 

区   分 S55年 S60年 H７年 H17年 H22年 H23年 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R5年 

生 し い た け 13.74 14.60  7.9   7.4   9.6   8.1   7.4   8.9    8.2 8.6 8.6 8.0 

乾 し い た け  1.44  3.70  2.1  0.7   1.0   0.8   0.3   0.1    0.2 0.3 0.3 0.2 

な め こ  5.03  2.84  4.6   3.6   2.3   2.1   3.8   4.1    3.8 3.6 4.0 4.8 

え の き た け 

 3.15  5.85 

 5.8  3.4   5.2   3.8   3.9   3.2    3.9 3.4 3.6 3.4 

ぶ な し め じ 
 3.7 

17.5  20.5   9.7  18.4  17.6   20.3 19.0 18.3 20.2 

その他のきのこ  3.3   1.7   0.9  1.9  1.8   4.2 3.0 0.6 0.6 

合   計 23.36 26.99 24.1 35.9  40.3  25.4  35.7 35.7   40.6 37.9 35.4 37.2 

           資料：農林水産省「林業産出額」 

  

エ 生産林業所得 

 生産林業所得とは、林業生産活動によって生み出された付加価値を推計（前述の産出額に所得率を乗

じる）したものである。平成 23 年は東日本大震災の影響により前年から８億 2,000 万円の減少となっ

たが、平成 26年は前年から 11億 3,000万円の増加となり、震災前を超える水準に回復した。 

 なお、平成 27年からは、都道府県別の所得額の公表が行われなくなったため、平成 26年が直近値と

なる。 

 

   表－16 生産林業所得                                                  （単位：億円） 

区  分 S55年 S60年 H７年 H17年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 

木 材 生 産 112.24  64.29  47.50 － － － － － － 

栽培きのこ類生産  18.17  20.91  18.75 － － － － － － 

薪 炭 生 産 
  1.23 

  0.71   0.62 － － － － － － 

林 野 副 産 物 採 取   0.15   0.12 － － － － － － 

合    計 131.64  86.06  66.99  41.3   31.5   23.3   25.3  28.9   40.2 

          資料：農林水産省「林業産出額」  

            注：平成 12 年以降は、部門別の統計が廃止された。 
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４ 林道等生産基盤整備と林業の機械化 

 (1) 林道等生産基盤 

  林道は、効率的な林業経営や森林の適正な維持管理に必要不可欠であり、また、森林空間の総合

的利用の推進、農山村の生活環境の整備、地域産業の振興等に資するもので、近年の森林に対する

多様な要請に応え得る森林資源の整備や労働事情・高性能林業機械等の導入などに見合った経営・

管理が行われるよう整備を図っている。 

 令和５年度末の林内路網密度は、32.4ｍ/haとなっている。 

  

    民有林林道事業の種別  （令和５年度） 
   
    Ⅰ 国庫補助事業 

      １ 公共事業 

    ①  地方創生道整備推進交付金（内閣府予算） 

        ②  森林環境保全整備事業 

        ③ 農山漁村地域整備交付金事業   

  

 

 (2) 林業の機械化                           

 林業従事者の減少、高齢化の進行と立木価格の低迷による林業生産活動の停滞に対処するため、

チェーンソー、トラクタ、集材機等の機械化に加え、昭和 62年以降、フォワーダ、プロセッサ、ハ

ーベスタ等の高性能林業機械が導入され、一層の機械化が進んできている。 

 主な作業システムは次のとおりである。 
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５ 森林組合等林業事業体 

 (1)  森林組合 

 ア 組合数 

 令和５年度末の森林組合数は、平成 17年度以降変わらず 16組合である。 

イ 経営基盤 

 令和５年度末における１森林組合の平均では、組合員所有森林面積 9,411ha、払込済出資金 86,686

千円、常勤役職員数 9.4人となっている。 

 森林組合系統では、令和３年度から森林組合系統運動（J Forest 宮城県ビジョン 2030）と連動し

た形で、全ての組合において「森林組合経営ビジョン・中期経営計画」が策定され、各組合における目

標達成に向けた取組が進められている。 

 県では、上記計画に基づく取組が円滑に進むよう、県森林組合連合会と連携を図りながら、森林組合

の執行体制の強化に向けた支援を実施している。 

ウ 事業状況 

 組合全体の経済事業取扱高は、平成９年度の 88 億円をピークに減少傾向にあった。平成 23 年度以

降は東日本大震災からの復興需要を背景に平成 28 年度まで増加が続き、以降は概ね 80 億円台で推移

してきた。令和２年度以降は増加傾向であったが、合板工場の受入制限等の影響で販売部門の取扱高

が減り、令和５年度は 94億円（前年度比 7％減）となった。 

 森林整備事業量については、森林所有者の造林意欲の低下等により、長期にわたって減少傾向で直

近数年は横ばいで推移していたが、国有林や市町村有林の事業量が増加したことで令和５年度は 

4,349ha（前年度比 23％増）となっている。 

 素材取扱量については、ＣＬＴやバイオマス、森林認証など新たな販路創出等の取組により、ここ数

年増加傾向で推移していたが、令和５年度は、取扱高の減少でも触れたように合板材の受け入れ制限

等の影響により 288,030㎥（前年度比 13％減）と減少している。 

エ 作業班員 

  令和５年度末の作業班員数の合計は 338 人で前年度より 5 人減少している。減少率としては１％強

であり、前年度とほぼ横ばいの状況であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図６～９）：宮城県森林組合統計 

  
（ha） 
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(2) 林業事業体 

 森林組合を含む県内の林業事業体は令和 5 年度

末現在、99 事業体となっている。内訳は、会社が

54、森林組合等各種団体が 22、その他法人が 6、 

個人等が 17となっている。  

 なお、2020 年世界農林業センサスにおける林業

事業体数は 78事業体であった。 

注：これまで農林業センサスの「林業作業受託を行う

経営体」の数値を採用していたが、2020年農林業セン

サスにおいて本数値の掲載がなかったことから、林業

振興課調べ（林野庁「林業労働・経営対策に係る実態

調査」）の数値を採用している。 

 

 (3) 林業労働力    

  林業就労者数は減少が続いていたが、令和 2年の国勢調査結果では 1,449人となっており、平成 22 

年からやや増加傾向で推移している。一方、年齢別で見ると 50歳以上が 52.5％と半数を占めている。 

  新規就業者数は、県による調査では、年度毎に増減があるものの、近年は 50 人から 70 人程度で推移し

ている。 

  就業形態は林野庁が新規就業者支援の対策として平成 15年度に創設した「緑の雇用」研修が大きな

 効果を発揮し、新規就業者全体の約半数を占めている。この研修は林業事業体へ採用された後に、現場 

技能を段階的かつ体系的に習得できる研修プログラムが準備されているため、１年後の定着率も高い水 

準である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

注：図-11「国勢調査」は H22年から産業分類「林業」に、管理や補助的経済活動を行う事業所が加えられたため、前回調査結果との連続性はない。 
注：図-12 新規就業者数の調査対象事業体は、平成２８年度までは「林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主」を対象、平成 
     ２９年度からは「林野庁調査に基づく林業事業体(平成 29年度末 69事業体)」を対象としているため連続性はない。 

資料：総務省「国勢調査」 資料：林業振興課業務資料 
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（2） わたしたちの森づくり事業 

 団体や企業が県と森づくりに関する５年間の協定を締結し、県有林を貸与するもので、ネーミングラ

イツ制度により命名権を売却している。 

    

  表－20  事業の実施状況                                 （令和 7年 1月 31日現在活動中の箇所） 

団体・企業名 所在 面積(ha) 森の名前 
協定 

年度 
備考 

(特非)宮城県森林ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会 

ＥＮＥＯＳ(株) 

利府町菅谷     2.48 宮城県 ENEOSの森  Ｈ１８ ２者協働 

 

東北ミサワホーム(株) 利府町菅谷     5.50 MISAWAｵｰﾅｰの森 宮城  Ｈ１８  

東北発電工業(株） 利府町神谷沢     1.80 とうはつの森  Ｈ２０  

(株)東日本放送 利府町菅谷     4.25 ぐりりの森  Ｈ２１  

トヨタ紡織東北(株) 

 ※H21～25はトヨタ紡織(株)と協定 

  H26以降トヨタ紡織東北(株)と協定 

大衡村大森     4.80 トヨタ紡織グループ 

｢環境の森｣大衡 

 Ｈ２１  

(公財)ニッセイ緑の財団 利府町菅谷     5.00 －  Ｈ２２  

鈴木工業(株) 利府町森郷    4.36 鈴木工業株式会社 

みんなの森 

 Ｈ２３  

住友生命保険(相) 利府町森郷     4.68 スミセイの森 宮城  Ｈ２４  

カメイ(株) 大和町宮床     4.80 カメイの森 宮城  Ｈ２５  

(公財)ニッセイ緑の財団 利府町菅谷     4.43 森から考える  

ＥＳＤ学びの森 

 Ｈ２６  

三菱電機(株) 東北支社 大和町宮床     4.22 －  Ｈ２７  

ネッツトヨタ仙台（株） 利府町菅谷     2.75 そらっぱ えがおの森  Ｈ２８  

    資料：森林整備課業務資料 

    注：協定年度とは森づくりに関する協定を団体・企業と締結した年度（一番最初に締結した年度を記載） 
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（3) みやぎの里山林協働再生支援事業 

    県は、森林づくり活動を行おうとする企業等と、活動の場を提供できる森林所有者を仲介し、里山 

林の保全と活用を図っている。 

 

表－21  事業の実施状況                        （令和 7年 1月現在施行分） 

団体・企業名 所 在 
面積 

(ha) 
森の名前 

現協定 

年度 
備考 

パナソニック電工労働組合北部営業支部・

パナソニック電工（株）東北総務センター 

富谷市明石      0.06 － R6 

 

H20～更新 

イオンリテール(株)東北カンパニー 富谷市明石      0.05 － R6 H21～更新 

三菱商事(株)東北支社 富谷市明石      0.05 － R4 H21～更新 

(公財)イオン環境財団 利府町菅谷      5.94 イオンの森 R2 H22～更新 

（株）登米村田製作所 登米市東和町米川  35.65 ムラタの森 R3 H22～更新 

仙台ターミナルビル(株) 女川町小乗浜    1.06 みやぎの森林づくり R6 H25～更新 

高砂熱学工業(株)東北支店 富谷市明石    0.12 － R3 H28～更新 

コカ・コーライーストジャパン(株) 蔵王町円田     24.16 － R4 H28～更新 

東京エレクトロン宮城(株) 大和町宮床    4.21 東京エレクトロンの森 R4 H29～更新 

三菱商事(株)東北支社 富谷市明石    0.10 － R4 H29～更新 

（公社）ゴルフ緑化促進会 富谷市明石    1.26 ゴルファー桜の森 R5 H30～更新 

みやぎ森林管理所 大和町宮床   10.95 － R4  

みやぎ里山整備クラブ 大和町宮床 3.39  R4  

株式会社明治東北工場 大和町宮床    2.53 － R4  

ダイダン株式会社東北支店 大和町宮床    3.47 ダイダンの森 宮城 R4  

宮城大郷ソーラーパーク合同会社 大和町宮床 30.55 宮城大郷ｿｰﾗｰﾊﾟｰｸの森 R4  

鉄建建設株式会社 大和町宮床 5.06 てっけんの森 R4  

計 17件 128.61ha    

資料：自然保護課業務資料  

 注：協定年度とは森林づくりについて森林所有者と企業が協定締結した年度。 
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(5) みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動 

県では、東北地方太平洋沖地震の津波により壊滅的な被害を被った海岸防災林（国有財産地を除く）の再 

生に当たって、被災地における植樹などの森林づくり活動の実施を表明している地域住民や団体、企業等と 

市町との間で協定を締結し、植栽や下刈など海岸林の再生に必要な施業を協働で進めている。 

 

   表－23    協定締結状況 
  （令和７年１月３１日現在） 

 協定相手方 協定地 
協定面積 

(ha) 

協定 

年度 
備考 

1 
名取市 
名取市海岸林再生の会 
公益財団法人オイスカ 

名取市 96.40 H25  

2 公益社団法人宮城県緑化推進委員会 県内一円 3.76 

H26 

 

3 みやぎ森林づくり支援センター 亘理町 0.96 R2.3.31 協定終了 

4 株式会社ジャパンクリーン 岩沼市 0.31  

5 ＤＣＭホーマック株式会社 岩沼市 0.10 R2.3.31 協定終了 

6 
亘理町 
特定非営利活動法人わたりグリーンベルトプロ
ジェクト 

亘理町 14.10  

7 
山元町 
特定非営利活動法人生命と環境保全 

山元町 0.94 

H27 

R6.3.31 協定終了 

8 一般社団法人宮城県造園建設業協会岩沼分会 岩沼市 1.12  

9 ゆりりん愛護会 岩沼市 0.25  

10 
東松島市 
東根市緑の少年団運営協議会 

東松島市 0.60 R6.9.30 協定終了 

11 
亘理町 
宮城県土地改良事業団体連合会 

亘理町 0.47 R4.3.31 協定終了 

12 
山元町 
被災地里山救済・地域性苗木生産ネットワーク 

山元町 0.10  

13 
山元町 
特定非営利活動法人宮城県森林インストラクタ
ー協会 

山元町 0.31  

14 
山元町 
クミアイ化学工業株式会社 

山元町 0.21  

15 山元町 
公益社団法人ゴルフ緑化促進会 

山元町 0.31 

H28 

 

16 岩沼市 
ネッツトヨタ仙台株式会社 

岩沼市 0.60  

17 
岩沼市 
ＤＣＭ株式会社 

岩沼市 0.22 R3.3.31 協定終了 

18 
岩沼市 
一般社団法人宮城県電業協会 

岩沼市 0.45  

19 
亘理町 
公益財団法人イオン環境財団 

亘理町 11.30  

20 
岩沼市 
一般社団法人宮城県建設業協会 

岩沼市 0.80  

21 七ヶ浜町 
菖蒲田浜地区会 

七ヶ浜町 0.24  

22 東松島市 
みやぎ森林づくり支援センター 

東松島市 0.32 R3.3.31 協定終了 

23 
岩沼市 
宮城県林業公社分収林事業推進協議会 

岩沼市 0.20 R3.3.31 協定終了 

24 
東松島市 
宮城県土地改良事業団体連合会 

東松島市 0.26 R4.3.31 協定終了 

25 
南三陸町 
みやぎ森林づくり支援センター 

南三陸町 0.30 

H29 

R4.3.31 協定終了 

26 
仙台市 
ゆりりん愛護会 

仙台市若林区 0.30  

27 
仙台市 
仙台市森林アドバイザーの会 

仙台市若林区 0.18  
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 協定相手方 協定地 
協定面積 

(ha) 

協定 

年度 
備考 

28 
仙台市 
公益社団法人ゴルフ緑化促進会 

仙台市若林区 0.20 

H29 

 

29 
仙台市 
クミアイ化学工業株式会社 

仙台市若林区 0.10  

30 仙台市 
仙台ふるさとの杜再生プロジェクト連絡会議 

仙台市若林区 3.28  

31 東松島市 
セイホク株式会社 

東松島市 0.28  

32 
仙台市 
一般社団法人森の防潮堤協会 

仙台市若林区 0.99 

H30 

R3.11.30 協定終了 

33 
仙台市 
ゆりりん愛護会 

仙台市若林区 0.50  

34 
仙台市 
特定非営利活動法人蔵王のブナと水を守る会 

仙台市若林区 0.10  

35 
仙台市 
ネッツトヨタ仙台株式会社 

仙台市若林区 0.30  

36 仙台市 
ナイス株式会社 

仙台市若林区 0.10  

37 仙台市 
株式会社七十七銀行 

仙台市若林区 0.20  

38 
仙台市 
イオン東北株式会社 

仙台市若林区 0.60 R4.3.31 協定終了 

39 
仙台市 
株式会社藤崎 

仙台市若林区 0.38  

40 
仙台市 
株式会社ジャパンクリーン 

仙台市宮城野
区 

0.60 

R2 

 

41 ＴＥＡＭ ＩＤ 岩沼市 0.10  

42 七ヶ浜町 
代ヶ崎地区 

七ヶ浜町 0.15  

43 宮城ダイハツ販売株式会社 気仙沼市 0.19 
R3 

 

44 
岩沼市 
宮城ダイハツ販売株式会社 

岩沼市 0.22  

45 
仙台市 
公益社団法人宮城県トラック協会 

仙台市若林区 0.59 

R4 

 

46 キューアンドエー株式会社 南三陸町 0.30  

47 
東松島市 
大和ライフネクスト株式会社 

東松島市 0.10  

48 ピクテ・ジャパン株式会社 気仙沼市 0.16 

R5 

 

49 
仙台市 
宮城スバル自動車株式会社 

仙台市若林区 0.10  

50 仙台市 
カルビー株式会社 

仙台市若林区 0.10  

51 アルバトロスの会 石巻市 0.07  

52 
仙台市 
公益財団法人ニッセイ緑の財団 

仙台市若林区 0.20  

53 
仙台市 
東京エレクトロン宮城株式会社 

仙台市若林区 0.40 R6  

計 53協定  145.42   
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１０ 県有林  

 (1) 県有林面積 

  県有林の面積は 11,969ha となっており、民有林総面積の約 4％を占めている。 

 経営区分別にみると、県営林（土地・林木ともに県が所有。「県民の森」を含む。） 5,148ha 

（43％）、県行造林（分収造林地） 6,821ha（57％）となっている。 

  県有林は、森林資源の保続培養と県有財産の造成を図りながら健全な経営に努め、併せて森林の公益

的機能の発揮と地域の振興に寄与している。 

   表－25 県有林の樹種別面積                                                     

 ス ギ アカマツ 広葉樹 ヒノキ カラマツ クロマツ その他針 無立木 合  計 

構成比（％） (54.5) (21.9) (15.0) (3.8) (2.7) (0.5) (0.2) (1.4) 100 

面 積（ha） 6,525 2,620 1,796 463 325 57 20 163 11,969 

   資料：森林整備課業務資料（第１２次県有林経営計画書に記載の森林簿面積であり台帳面積とは異なる） 

 

 (2) 造林・保育事業 

  県有林は、人工林率 83％（9,955ha）に達している。人工林のうち９齢級以下の林分は 26％（2,607 

ha）となっており、森林の健全な育成と質的整備を図るため、保育間伐などを計画的に実施している。 

  一方、一桧山県有林（栗原市花山）にまとまって存するブナ林等貴重な広葉樹林については、天然林

として維持することを基本としている。 

  

 (3) 立木売払い事業            

 県営林については、間伐による立木や素材の売払いを行っている。 

  県行造林地の多くは、伐採林齢に達していることから皆伐による立木売払いを行うこととしている。 

 なお、伐採後に森林の早期回復を図るため、伐採方法や返地後の造林等について予め土地所有者と 

調整を図り、森林の有する多面的機能の維持に努めている。 

 

 

      図－27 立木処分の実績              図－28 素材処分の実績 
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※立木処分の実績における処分量には譲渡分を含む。 資料（図２７～２８）：森林整備課業務資料 

0

1

2

3

4

5

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

(万m3)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

(m3)



－26－ －27－



－26－ －27－



－28－ －29－



－28－ －29－



－30－ －30－


